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嬬恋村農業委員会農地利用最適化推進委員募集要領 

 

（定数） 

第 1 条 嬬恋村農業委員会農地利用最適化推進委員（以下「委員」という。）の定数は、１５人とし、担当地

区ごとの定数は、次のとおりとする。 

田代２人 干俣２人 大笹２人 大前１人 西窪１人 門貝１人 三原１人 鎌原２人 

芦生田１人 袋倉１人 今井１人 

（任期） 

第 2条 委員の任期は、令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日までとする。 

（資格） 

第 3 条 委員の推薦を受ける者及び応募する者の資格は、農地等の利用の最適化に関する事項その他農

業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができるものとする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する者については、この限りでない。 

 （１） 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２） 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 （職務内容） 

第 4条 委員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 農業の担い手への農地集積集約化の推進活動 

（２） 耕作放棄地の発生防止、解消活動等。 

 （身分） 

第 5条 委員の身分は、嬬恋村の特別職の非常勤職員とする。 

（報酬） 

第 6条 委員の報酬は、年額２６１，２００円とする。 

（推薦・応募の手続等） 

第 7条 委員の推薦及び応募の手続は、推薦書及び応募用紙（別記様式）に必要事項を記入し、郵送又

は持参により嬬恋村役場農林振興課内農業委員会事務局へ提出する。 

（推薦・募集期間） 

第 8 条 委員の推薦及び募集期間は、令和８年３月２日から令和８年３月３１日までの間で嬬恋村役場が開

庁時とする。 

（選考方法） 

第 9条  委員の選考方法は、必要に応じて候補者評価委員会にて選考を行うものとする。 

（推薦・募集に応じた者の公表） 

第 10条 農業委員会等に関する法律第１９条第２項の規定により、募集期間の中間及び終了後に、嬬恋村

のホームページにて推薦された者及び応募した者の住所を除く事項を公表するものとする。 

 


